
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号

薬
局
等
構
造
設
備
規
則

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六

条
第
一
号
（
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
（
第
二
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
三

項
第
一
号
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一

章

　

薬
局
、
医
薬
品
の
販
売
業
、
医
療
機
器
の
販

売
業
、
貸
与
業
及
び
修
理
業
並
び
に
再
生
医

療
等
製
品
の
販
売
業
（
第
一
条―

第
五
条
の

二
）

第
二
章
　
医
薬
品
等
の
製
造
業

第
一
節
　
医
薬
品
の
製
造
業
（
第
六
条―

第
十
一

条
）

第
二
節
　
医
薬
部
外
品
の
製
造
業
（
第
十
二
条―
第

十
二
条
の
三
）

第
三
節
　
化
粧
品
の
製
造
業
（
第
十
三
条
・
第
十
三

条
の
二
）

第
四
節
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
（
第
十
四

条
・
第
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
薬
局
、
医
薬
品
の
販
売
業
、
医
療
機
器

の
販
売
業
、
貸
与
業
及
び
修
理
業
並
び
に
再
生
医

療
等
製
品
の
販
売
業

（
薬
局
の
構
造
設
備
）

第
一
条
　
薬
局
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
容
易
に
出
入
り
で
き
る

構
造
で
あ
り
、
薬
局
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
外
観
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

二
　
換
気
が
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔
で
あ
る
こ

と
。

三
　
当
該
薬
局
以
外
の
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
の
店
舗

の
場
所
、
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か

ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
面
積
は
、
お
お
む
ね
一
九
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
と
し
、
薬
局
の
業
務
を
適
切
に
行
な
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
調
剤
さ
れ
た
薬
剤

若
し
く
は
医
薬
品
を
交
付
す
る
場
所
に
あ
つ
て
は
六

〇
ル
ツ
ク
ス
以
上
、
調
剤
台
の
上
に
あ
つ
て
は
一
二

〇
ル
ツ
ク
ス
以
上
の
明
る
さ
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
毒
薬
及
び
劇
薬
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
要
指
導
医
薬
品
又
は

一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に

あ
つ
て
は
、
開
店
時
間
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
開
店
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
う
ち
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品

又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
な
い

時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
通
常
陳
列

し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き

る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
冷
暗
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
鍵
の
か
か
る
貯
蔵
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

九
　
貯
蔵
設
備
を
設
け
る
区
域
が
、
他
の
区
域
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
調
剤
室
を
有
す

る
こ
と
。

イ
　
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

ロ
　
天
井
及
び
床
は
、
板
張
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入

し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
調

剤
さ
れ
た
薬
剤
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若

し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に

よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た

医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
薬
剤
師
不
在
時
間
（
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
薬
剤
師
不
在
時
間
を
い
う
。
）

が
あ
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

十
の
二
　
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授

与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必

要
な
陳
列
棚
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
陳
列
設

備
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備

か
ら
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
（
以
下
「
薬

局
製
造
販
売
医
薬
品
陳
列
区
画
」
と
い
う
。
）
に

医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と

す
る
者
又
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り

受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入

さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使

用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
必

要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
薬

局
製
造
販
売
医
薬
品
を
陳
列
し
な
い
場
合
又
は
鍵

を
か
け
た
陳
列
設
備
そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、

若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
医

薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し

く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く

は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直

接
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
開
店
時
間
の
う
ち
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を

販
売
し
、
又
は
授
与
し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に

は
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
陳
列
区
画
を
閉
鎖
す

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬

局
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
要
指
導
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必
要
な
陳

列
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
要
指
導
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら

一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
（
以
下
「
要
指
導

医
薬
品
陳
列
区
画
」
と
い
う
。
）
に
医
薬
品
を
購

入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は

医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が

進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が

採
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
要
指
導
医
薬
品

を
陳
列
し
な
い
場
合
又
は
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備

そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け

よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若

し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に

よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た

医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な

い
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ハ
　
開
店
時
間
の
う
ち
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売

し
、
又
は
授
与
し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

要
指
導
医
薬
品
陳
列
区
画
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬

局
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
第
一
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必
要
な
陳

列
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら

一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
（
以
下
「
第
一
類

医
薬
品
陳
列
区
画
」
と
い
う
。
）
に
医
薬
品
を
購

入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は

医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が

進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が

採
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
類
医
薬
品

を
陳
列
し
な
い
場
合
又
は
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備

そ
の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け

よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若

し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に

よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た

医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な

い
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ハ
　
開
店
時
間
の
う
ち
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売

し
、
又
は
授
与
し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
一
類
医
薬
品
陳
列
区
画
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
医
薬
品
、
医

療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
四
第
一
項
、

第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
、

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
第
一

項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
し
、
及
び
指

導
を
行
う
た
め
の
設
備
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
き
情
報
を
提

供
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複

数
の
設
備
を
有
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か
の
設
備
が

適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
調
剤
室
に
近
接
す
る
場
所
に
あ
る
こ
と
。

ロ
　
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に

は
、
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
陳
列
区
画
の
内
部
又

は
近
接
す
る
場
所
に
あ
る
こ
と
。

ハ
　
要
指
導
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
要
指

導
医
薬
品
陳
列
区
画
の
内
部
又
は
近
接
す
る
場
所

に
あ
る
こ
と
。

ニ
　
第
一
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
第
一

類
医
薬
品
陳
列
区
画
の
内
部
又
は
近
接
す
る
場
所

に
あ
る
こ
と
。

ホ
　
指
定
第
二
類
医
薬
品
（
施
行
規
則
第
一
条
第
三

項
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
指

定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら
七

メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
又
は
指

定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら

1



一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
医
薬
品
を
購
入

し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く

は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若

し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者

が
進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置

が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヘ
　
二
以
上
の
階
に
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は

交
付
す
る
場
所
が
あ
る
場
合
に
は
、
各
階
の
医
薬

品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
の
内
部

に
あ
る
こ
と
。

十
四
　
次
に
掲
げ
る
調
剤
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を

備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
カ
ま
で
に
掲

げ
る
設
備
及
び
器
具
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
等

以
上
の
性
質
を
有
す
る
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い

れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
液
量
器

ロ
　
温
度
計
（
一
〇
〇
度
）

ハ
　
水
浴

ニ
　
調
剤
台

ホ
　
軟

こ
う膏

板

ヘ
　
乳
鉢
（
散
剤
用
の
も
の
）
及
び
乳
棒

ト
　
は
か
り
（
感
量
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
の
も
の
及
び

感
量
一
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
の
も
の
）

チ
　
ビ
ー
カ
ー

リ
　
ふ
る
い
器

ヌ
　
へ
ら
（
金
属
製
の
も
の
及
び
角
製
又
は
こ
れ
に

類
す
る
も
の
）

ル
　
メ
ス
ピ
ペ
ツ
ト

ヲ
　
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
又
は
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー

ワ
　
薬

ひ匙
（
金
属
製
の
も
の
及
び
角
製
又
は
こ
れ
に

類
す
る
も
の
）

カ
　
ロ
ー
ト

ヨ
　
調
剤
に
必
要
な
書
籍
（
磁
気
デ
イ
ス
ク
（
こ
れ

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も

つ
て
調
製
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

十
五
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三

十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
十
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
許
可
に
係
る
薬
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る

こ
と
。
た
だ
し
、
試
験
検
査
台
に
つ
い
て
は
、
調
剤

台
を
試
験
検
査
台
と
し
て
用
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、

試
験
検
査
及
び
調
剤
の
双
方
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
、
ニ
、
ホ
、
ト
及
び
リ
に
掲
げ
る
設
備

及
び
器
具
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
登
録
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自

己
の
責
任
に
お
い
て
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ

て
、
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
顕
微
鏡
、
ル
ー
ペ
又
は
粉
末
Ｘ
線
回
折
装
置

ロ
　
試
験
検
査
台

ハ
　
デ
シ
ケ
ー
タ
ー

ニ
　
は
か
り
（
感
量
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
の
も
の
）

ホ
　
薄
層
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
装
置

ヘ
　
比
重
計
又
は
振
動
式
密
度
計

ト
　
ｐ
Ｈ
計

チ
　
ブ
ン
ゼ
ン
バ
ー
ナ
ー
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
ラ
ン
プ

リ
　
崩
壊
度
試
験
器

ヌ
　
融
点
測
定
器

ル
　
試
験
検
査
に
必
要
な
書
籍

十
六
　
営
業
時
間
の
う
ち
、
特
定
販
売
（
施
行
規
則
第

一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
販
売
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
行
う
時
間
が
あ
る
場
合

に
は
、
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す

る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
又
は
厚
生
労
働

大
臣
が
特
定
販
売
の
実
施
方
法
に
関
す
る
適
切
な
監

督
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備
え
て
い
る
こ

と
。

２
　
放
射
性
医
薬
品
（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱

規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
第
一
条
第

一
号
に
規
定
す
る
放
射
性
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
取
り
扱
う
薬
局
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
貯
蔵
室
を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
数
量
又
は
濃
度
以
下
の
放
射
性
医
薬
品
を
取
り

扱
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
地
崩
れ
及
び
浸
水
の
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
に
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
主
要
構
造
部
等
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主

要
構
造
部
並
び
に
内
部
を
区
画
す
る
壁
及
び
柱
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
耐
火
構
造
（
同
法
第
二
条
第

七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）

第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
に

該
当
す
る
防
火
戸
（
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
「
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
放
射
性
医
薬
品
を
耐
火
性
の
構
造
の

容
器
に
入
れ
て
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

三
　
次
の
線
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
た
め
に
必
要
な

遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

イ
　
貯
蔵
室
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
い

て
人
が
被
曝
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
の
線
量

ロ
　
貯
蔵
室
の
境
界
に
お
け
る
放
射
線
の
線
量

四
　
人
が
常
時
出
入
り
す
る
出
入
口
は
、
一
箇
所
で
あ

る
こ
と
。

五
　
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
鍵
そ
の
他

閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

六
　
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
が
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

七
　
放
射
性
医
薬
品
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す

る
た
め
の
設
備
又
は
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

３
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
廃
棄
を
行
う
薬
局
の
廃
棄
設
備
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
の
（
４
）
中
「
作
業

室
、
試
験
検
査
室
」
と
あ
る
の
は
「
調
剤
室
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
放
射
性
医
薬
品
を
密
封
さ
れ
た
状
態
で
の
み
取
り
扱

う
薬
局
に
お
い
て
、
放
射
性
医
薬
品
の
容
器
又
は
被
包

の
表
面
の
線
量
率
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量
率

を
超
え
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す

る
調
剤
室
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及

び
第
七
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
項
第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
遮
蔽
壁
そ
の

他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

５
　
放
射
性
医
薬
品
を
密
封
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
取
り

扱
う
薬
局
の
構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
九
条

（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第

六
条
及
び
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
三
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
放
射
性

医
薬
品
に
係
る
製
品
の
作
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
放
射

性
医
薬
品
を
取
り
扱
う
薬
局
内
の
放
射
性
物
質
を
取
り

扱
う
場
所
」
と
、
同
号
ホ
中
「
作
業
室
及
び
試
験
検
査

室
」
と
あ
る
の
は
「
調
剤
室
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
構
造
設
備
）

第
二
条
　
店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
容
易
に
出
入
り
で
き
る
構
造
で
あ
り
、
店
舗
で

あ
る
こ
と
が
そ
の
外
観
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

二
　
換
気
が
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔
で
あ
る
こ

と
。

三
　
当
該
店
舗
販
売
業
以
外
の
店
舗
販
売
業
の
店
舗
又

は
薬
局
の
場
所
、
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な

場
所
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
面
積
は
、
お
お
む
ね
一
三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
と
し
、
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
適
切
に
行
な
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
に

あ
つ
て
は
六
〇
ル
ツ
ク
ス
以
上
の
明
る
さ
を
有
す
る

こ
と
。

六
　
開
店
時
間
の
う
ち
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
し
な
い
時
間
が
あ
る

場
合
に
は
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を

通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
を
閉
鎖
す
る
こ

と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
冷
暗
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
冷
暗
貯
蔵
が
必
要
な
医
薬
品
を
取
り
扱
わ
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八
　
鍵
の
か
か
る
貯
蔵
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
毒
薬
を
取
り
扱
わ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

九
　
貯
蔵
設
備
を
設
け
る
区
域
が
、
他
の
区
域
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗

に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
要
指
導
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必
要
な
陳

列
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
要
指
導
医
薬
品
陳
列
区
画
に
医
薬
品
を
購
入

し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
医

薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し

く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く

は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進

入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採

ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
要
指
導
医
薬
品
を

陳
列
し
な
い
場
合
又
は
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
そ

の
他
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ

う
と
す
る
者
若
し
く
は
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ

つ
て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
医

薬
品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な
い

陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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ハ
　
開
店
時
間
の
う
ち
、
要
指
導
医
薬
品
を
販
売

し
、
又
は
授
与
し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

要
指
導
医
薬
品
陳
列
区
画
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店

舗
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
第
一
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
た
め
に
必
要
な
陳

列
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
類
医
薬
品
陳
列
区
画
に
一
般
用
医
薬
品
を

購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
又

は
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受

け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入
さ

れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
一
般
用
医
薬
品

を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
第
一
類
医
薬
品
を
陳
列
し
な
い
場
合
又
は
鍵

を
か
け
た
陳
列
設
備
そ
の
他
一
般
用
医
薬
品
を
購

入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し

く
は
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り

受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ
て
購
入

さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
一
般
用
医
薬

品
を
使
用
す
る
者
が
直
接
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
陳

列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ハ
　
開
店
時
間
の
う
ち
、
第
一
類
医
薬
品
を
販
売

し
、
又
は
授
与
し
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
一
類
医
薬
品
陳
列
区
画
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
法
第
三
十
六

条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
に
基
づ
き
情
報
を
提
供

し
、
及
び
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備
並
び
に
法
第
三

十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ

き
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
複
数
の
設
備
を
有
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ

か
の
設
備
が
適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す

る
。

イ
　
要
指
導
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
要
指

導
医
薬
品
陳
列
区
画
の
内
部
又
は
近
接
す
る
場
所

に
あ
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、
第
一

類
医
薬
品
陳
列
区
画
の
内
部
又
は
近
接
す
る
場
所

に
あ
る
こ
と
。

ハ
　
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
合
に
は
、

指
定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か
ら

七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
鍵
を
か
け
た
陳
列
設
備
に
陳
列
す
る
場
合
又

は
指
定
第
二
類
医
薬
品
を
陳
列
す
る
陳
列
設
備
か

ら
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
範
囲
に
一
般
用
医
薬

品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る

者
若
し
く
は
一
般
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
若
し
く

は
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
に
よ
つ

て
購
入
さ
れ
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
ら
れ
た
一
般

用
医
薬
品
を
使
用
す
る
者
が
進
入
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
二
以
上
の
階
に
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医

薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
が
あ

る
場
合
に
は
、
各
階
の
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般

用
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所

の
内
部
に
あ
る
こ
と
。

十
三
　
営
業
時
間
の
う
ち
、
特
定
販
売
の
み
を
行
う
時

間
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗

の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の

区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）

又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
特
定
販
売
の
実
施
方
法
に
関

す
る
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備

え
て
い
る
こ
と
。

（
卸
売
販
売
業
の
営
業
所
の
構
造
設
備
）

第
三
条
　
卸
売
販
売
業
の
営
業
所
の
構
造
設
備
の
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
換
気
が
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔
で
あ
る
こ

と
。

二
　
当
該
卸
売
販
売
業
以
外
の
卸
売
販
売
業
の
営
業
所

の
場
所
、
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か

ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
面
積
は
、
お
お
む
ね
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
し
、
卸
売
販
売
業
の
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
薬
品
を
衛

生
的
に
、
か
つ
、
安
全
に
保
管
す
る
の
に
支
障
が
な

く
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
医
薬
品
を
通
常
交
付
す
る
場
所
は
、
六
〇
ル
ツ
ク

ス
以
上
の
明
る
さ
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
冷
暗
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
冷
暗
貯
蔵
が
必
要
な
医
薬
品
を
取
り
扱
わ
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
鍵
の
か
か
る
貯
蔵
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
毒
薬
を
取
り
扱
わ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

七
　
貯
蔵
設
備
を
設
け
る
区
域
が
、
他
の
区
域
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
放
射
性
医
薬
品
を
取
り
扱
う
卸
売
販
売
業
の
営
業
所

に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項

及
び
第
四
項
中
「
調
剤
室
」
と
あ
る
の
は
、
「
作
業
室
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
の
営
業
所
の
構
造

設
備
）

第
四
条
　
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療

機
器
の
販
売
業
及
び
貸
与
業
並
び
に
管
理
医
療
機
器

（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
販
売
業
及
び

貸
与
業
の
営
業
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
採
光
、
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、

清
潔
で
あ
る
こ
と
。

二
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
取
扱
品
目
を
衛
生
的
に
、
か
つ
、
安
全
に
貯
蔵
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
提
供
の
み
を
行
う
営
業
所
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

（
医
療
機
器
の
修
理
業
の
事
業
所
の
構
造
設
備
）

第
五
条
　
医
療
機
器
の
修
理
業
の
事
業
所
の
構
造
設
備
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
構
成
部
品
等
及
び
修
理
を
行
つ
た
医
療
機
器
を
衛

生
的
か
つ
安
全
に
保
管
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を

有
す
る
こ
と
。

二
　
修
理
を
行
う
医
療
機
器
の
種
類
に
応
じ
、
構
成
部

品
等
及
び
修
理
を
行
つ
た
医
療
機
器
の
試
験
検
査
に

必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
修
理
業
者
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他

の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い

て
当
該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
修
理
を
行
う
の
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

四
　
修
理
を
行
う
場
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
採
光
、
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か

つ
、
清
潔
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

ニ
　
防
じ
ん
、
防
湿
、
防
虫
及
び
防
そ
の
た
め
の
設

備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
修
理
を
行
う
医
療

機
器
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
床
は
、
板
張
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
修
理
を

行
う
医
療
機
器
に
よ
り
作
業
の
性
質
上
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ヘ
　
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は

器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

五
　
作
業
室
内
に
備
え
る
作
業
台
は
、
作
業
を
円
滑
か

つ
適
切
に
行
う
の
に
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
の
構
造
設
備
）

第
五
条
の
二
　
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
営
業
所
の

構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
採
光
、
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、

清
潔
で
あ
る
こ
と
。

二
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
冷
暗
貯
蔵
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
冷
暗
貯
蔵
が
必
要
な
再
生
医
療
等
製
品
を
取
り

扱
わ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
取
扱
品
目
を
衛
生
的
に
、
か
つ
、
安
全
に
貯
蔵
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

第
二
章
　
医
薬
品
等
の
製
造
業

第
一
節
　
医
薬
品
の
製
造
業

（
一
般
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造

設
備
）

第
六
条
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
区
分

及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
区
分
の

製
造
業
者
及
び
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
（
法
第
十
三

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者

を
い
う
。
）
（
以
下
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」
と
総
称
す

る
。
）
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
当
該
製
造
所
の
製
品
（
製
造
の
中
間
工
程
で
造
ら

れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
以
後
の
製
造
工
程
を
経
る
こ

と
に
よ
つ
て
製
品
と
な
る
も
の
（
以
下
「
中
間
製

品
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
製
造
す

る
の
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ

と
。

二
　
製
品
及
び
原
料
（
以
下
「
製
品
等
」
と
い
う
。
）

並
び
に
資
材
の
混
同
及
び
汚
染
を
防
止
し
、
円
滑
か

つ
適
切
な
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
よ
う
配
置

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
清
掃
及
び
保
守
が
容
易
な
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
手
洗
設
備
、
便
所
及
び
更
衣
を
行
う
場
所
を
有
す

る
こ
と
。

四
　
製
造
作
業
を
行
う
場
所
（
以
下
「
作
業
所
」
と
い

う
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
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イ
　
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

ニ
　
防
じ
ん
、
防
虫
及
び
防
そ
の
た
め
の
構
造
又
は

設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
薬
品
の
製
造

の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
原

薬
た
る
医
薬
品
（
以
下
「
原
薬
」
と
い
う
。
）
に

係
る
製
品
の

終
の
精
製
を
行
う
前
の
製
造
工
程

を
行
う
作
業
所
で
あ
つ
て
、
当
該
製
造
工
程
の
製

造
設
備
が
密
閉
構
造
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は

器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
製
品
等
（
法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
に
係
る
製
品
を
除

く
。
）
に
よ
り
有
毒
ガ
ス
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

そ
の
処
理
に
要
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
原
薬
に
係
る
製
品
の
作
業
所
の
う
ち
、

終
の
精

製
以
後
の
製
造
工
程
に
お
い
て
、

終
の
精
製
を
経

た
中
間
製
品
を
容
器
へ
充
填
及
び
閉
塞
す
る
ま
で
の

作
業
を
行
う
作
業
室
及
び
原
薬
に
係
る
製
品
以
外
の

製
品
の
作
業
所
の
う
ち
、
原
料
の
秤
量
作
業
、
製
品

の
調
製
作
業
、
充
填
作
業
又
は
閉
塞
作
業
を
行
う
作

業
室
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
屋
外
に
直
接
面
す
る
出
入
口
（
非
常
口
を
除

く
。
）
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
か
ら
の
汚

染
を
防
止
す
る
の
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ロ
　
出
入
口
及
び
窓
は
、
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
室
内
の
排
水
設
備
は
、
作
業
室
の
汚
染
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
作
業
室
の
天
井
は
、
ご
み
の
落
ち
る
お
そ
れ
の

な
い
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
室
内
の
パ
イ
プ
、
ダ
ク
ト
等
の
設
備
は
、
表
面

に
ご
み
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
清
掃
が
容
易
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
製
品
等
及
び
資
材
を
区
分
し
て
、
衛
生
的
か
つ
安

全
に
貯
蔵
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

七
　
製
品
等
及
び
資
材
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及

び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
医
薬

品
製
造
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試

験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当

該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
無
菌
医
薬
品
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所

の
構
造
設
備
）

第
七
条
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
区
分

及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
区
分
の

医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準

は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
作
業
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
作
業
所
の
う
ち
作
業
室
又
は
作
業
管
理
区
域

（
作
業
室
及
び
廊
下
等
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、

全
体
が
同
程
度
に
清
浄
の
維
持
が
で
き
る
よ
う
に

管
理
さ
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

温
度
及
び
湿
度
を
維
持
管
理
で
き
る
構
造
及
び
設

備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
原
料
の
秤
量
作
業
（
無
菌
原
薬
（
無
菌
で
あ
る

原
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
製
品
の
作

業
所
に
お
け
る
作
業
を
除
く
。
）
又
は
容
器
（
無

菌
原
薬
に
係
る
製
品
の
作
業
所
に
お
い
て
は
、
滅

菌
の
た
め
に
行
う
調
製
作
業
以
後
の
作
業
に
お
い

て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
洗
浄
作
業
を
行
う

作
業
室
は
、
防
じ
ん
の
た
め
、
密
閉
構
造
で
あ
る

こ
と
。

二
　
無
菌
原
薬
に
係
る
製
品
の
作
業
所
の
う
ち
、
滅
菌

の
た
め
に
行
う
調
製
作
業
以
後
の
作
業
の
作
業
室

（
調
製
条
件
に
よ
つ
て
菌
の
増
殖
を
抑
制
で
き
る
場

合
を
除
く
。
）
及
び
無
菌
医
薬
品
（
無
菌
原
薬
を
除

く
。
）
に
係
る
製
品
の
作
業
所
の
う
ち
、
薬
剤
の
調

製
作
業
、
充
填
作
業
又
は
閉
塞
作
業
を
行
う
作
業
室

又
は
作
業
管
理
区
域
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
天
井
、
壁
及
び
床
の
表
面
は
、
消
毒
液
等
に
よ

る
噴
霧
洗
浄
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
設
備
及
び
器
具
は
、
滅
菌
又
は
消
毒
が
可
能
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
次
に
掲
げ
る
試
験
検
査
の
設
備
及
び
器
具
を
備
え

て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
七

号
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

イ
　
密
封
状
態
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
密
封
状
態
検
査
の
設
備
及
び
器
具

ロ
　
異
物
検
査
の
設
備
及
び
器
具

ハ
　
製
品
等
及
び
資
材
の
理
化
学
試
験
の
設
備
及
び

器
具

ニ
　
無
菌
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ホ
　
発
熱
性
物
質
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
発
熱
性
物
質
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ヘ
　
生
物
学
的
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
生
物
学
的
試
験
の
設
備
及
び
器
具

（
特
定
生
物
由
来
医
薬
品
等
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
の

製
造
所
の
構
造
設
備
）

第
八
条
　
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
生
物
由

来
製
品
た
る
医
薬
品
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
八
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
生
物
学
的

製
剤
（
ロ
ツ
ト
を
構
成
し
な
い
血
液
製
剤
及
び
専
ら
疾

病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る

医
薬
品
で
あ
つ
て
、
人
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
医
薬
品
、
遺
伝
子

組
換
え
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
、
遺
伝

子
組
換
え
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
を
原

料
と
し
て
使
用
す
る
医
薬
品
、
人
若
し
く
は
動
物
の
細

胞
を
培
養
す
る
技
術
を
応
用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬

品
、
人
若
し
く
は
動
物
の
細
胞
を
培
養
す
る
技
術
を
応

用
し
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る

医
薬
品
又
は
細
胞
組
織
医
薬
品
（
以
下
「
特
定
生
物
由

来
医
薬
品
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
係
る
製
品
の
医
薬

品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
第

六
条
（
無
菌
医
薬
品
に
係
る
製
品
の
製
造
を
行
う
場
合

に
お
い
て
は
、
前
二
条
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
生
物
由
来
医
薬
品
等
に
係
る
製
品
の
製
造
所

（
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
を
除

く
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
　
清
浄
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
原
料
の
秤
量
作

業
を
行
う
場
所
、
薬
剤
の
調
製
作
業
を
行
う
場
所

及
び
洗
浄
後
の
容
器
が
作
業
所
内
の
空
気
に
触
れ

る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
無
菌
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
無
菌
化
さ
れ

た
薬
剤
又
は
滅
菌
さ
れ
た
容
器
が
作
業
所
内
の
空

気
に
触
れ
る
場
所
、
薬
剤
の
充
填
作
業
を
行
う
場

所
、
容
器
の
閉
塞
作
業
を
行
う
場
所
及
び
無
菌
試

験
等
の
無
菌
操
作
を
行
う
場
所
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
天
井
、
壁
及
び
床
の
表
面
は
、
な
め
ら
か
で

ひ
び
割
れ
が
な
く
、
か
つ
、
じ
ん
あ
い
を
発
生

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
清
掃
が
容

易
で
、
消
毒
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（２）
　
排
水
設
備
は
、
有
害
な
廃
水
に
よ
る
汚
染
を

防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
清
浄
区
域
に
は
、
排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
排
水
口
は
、
清
掃
が
容
易
な
ト
ラ
ツ
プ
及
び

排
水
の
逆
流
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
ト
ラ
ツ
プ
は
、
消
毒
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
床
の
溝
は
、
浅
く
清
掃
が
容
易
な
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
排
水
口
を
通
じ
て
、
製
造
区
域

（
培
養
、
抽
出
及
び
精
製
作
業
、
原
料
の
秤
量

作
業
、
容
器
の
洗
浄
及
び
乾
燥
作
業
、
薬
剤
の

調
製
及
び
充
填
作
業
並
び
に
容
器
の
閉
塞
及
び

包
装
作
業
を
行
う
場
所
並
び
に
更
衣
を
行
う
場

所
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
外
へ
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
無
菌
区
域
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

（２）
　
流
し
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

ニ
　
作
業
所
の
う
ち
、
動
物
又
は
微
生
物
を
用
い
る

試
験
を
行
う
区
域
及
び
特
定
生
物
由
来
医
薬
品
等

に
係
る
製
品
の
製
造
に
必
要
の
な
い
動
物
組
織
又

は
微
生
物
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
当
該
製
品
の
製

造
を
行
う
他
の
区
域
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
、
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
作
業
所
の
う
ち
、
無
菌
操
作
を
行
う
区
域
は
、

フ
イ
ル
タ
ー
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
清
浄
な
空
気
を

供
し
、
か
つ
、
適
切
な
差
圧
管
理
を
行
う
た
め
に

必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
作
業
所
の
う
ち
、
病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を

取
り
扱
う
区
域
は
、
適
切
な
陰
圧
管
理
を
行
う
た

め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ト
　
作
業
所
の
う
ち
、
感
染
性
を
持
つ
微
生
物
等
を

取
り
扱
う
区
域
は
、
当
該
区
域
で
使
用
し
た
器
具

の
洗
浄
、
消
毒
及
び
滅
菌
の
た
め
の
設
備
並
び
に

廃
液
等
の
処
理
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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チ
　
作
業
所
の
う
ち
、
製
造
に
使
用
す
る
痘
そ
う
病

原
体
、
急
性
灰
白
髄
炎
病
原
体
、
有
芽
胞
病
原
菌

又
は
結
核
菌
を
取
り
扱
う
室
及
び
器
具
器
械
は
、

製
品
の
種
類
ご
と
に
専
用
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
微
生
物
等
に
よ
る
製
品
等
の
汚
染
を
防
止
す

る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
微
生
物
等
の
空
気
拡
散
を

防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（３）
　
病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を
取
り
扱
う
区
域

か
ら
排
出
さ
れ
る
空
気
を
、
高
性
能
エ
ア
フ
イ

ル
タ
ー
に
よ
り
当
該
微
生
物
等
を
除
去
し
た
後

に
排
出
す
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
が
漏
出
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
作
業
室
か
ら
排
出
さ
れ
る
空
気
を
再

循
環
さ
せ
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
（
３
）
に
規
定
す
る
構
造
に
よ
り
当
該

微
生
物
等
が
十
分
除
去
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

再
循
環
さ
せ
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（５）
　
必
要
に
応
じ
て
、
作
業
室
ご
と
に
別
系
統
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ
　
配
管
、
バ
ル
ブ
及
び
ベ
ン
ト
・
フ
イ
ル
タ
ー

は
、
使
用
の
目
的
に
応
じ
、
容
易
に
清
掃
又
は
滅

菌
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ル
　
製
造
又
は
試
験
検
査
に
使
用
す
る
動
物
（
ド
ナ

ー
動
物
を
含
む
。
以
下
「
使
用
動
物
」
と
い
う
。
）

を
管
理
す
る
施
設
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
使
用
動
物
を
検
査
す
る
た
め
の
区
域
は
、
他

の
区
域
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
害
虫
の
侵
入
の
お
そ
れ
の
な
い
飼
料
の
貯
蔵

設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
製
造
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
と
試
験
検

査
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
を
そ
れ
ぞ
れ
有

し
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
使
用
動
物
の
飼
育
室
は
、
他
の
区
域
と
空
気

処
理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
野
外
で
の
飼
育
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
動
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（５）
　
使
用
動
物
に
抗
原
等
を
接
種
す
る
場
合
に

は
、
接
種
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場

合
、
接
種
室
は
動
物
の
剖
検
室
と
分
離
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

ヲ
　
貯
蔵
設
備
は
、
恒
温
装
置
、
自
記
温
度
計
そ
の

他
必
要
な
計
器
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
細
胞
組
織
医
薬
品
（
人
又
は
動
物
の
細
胞
又
は
組

織
か
ら
構
成
さ
れ
た
医
薬
品
（
人
の
血
液
及
び
人
の

血
液
か
ら
製
造
さ
れ
る
成
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
医
薬

品
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
製
品

の
製
造
所
（
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
製

造
所
を
除
く
。
）
は
、
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ
　
原
料
の
受
入
れ
、
加
工
処
理
、
製
品
の
保
管
等

を
行
う
区
域
は
、
製
品
の
製
造
を
行
う
他
の
区
域

か
ら
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
料
の
受
入
れ
、
加
工
処
理
、
製
品
の
保
管
等

を
行
う
区
域
は
、
こ
れ
ら
を
行
う
た
め
に
必
要
な

構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
特
定
生
物
由
来
医
薬
品
等
に
係
る
製
品
の
製
造
所

（
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
限
る

。
）
は
、
作
業
を
適
切
に
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
医
薬
品
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造

所
の
構
造
設
備
）

第
九
条
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
区
分

及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
区
分
の

医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
（
包
装
、
表
示
又
は
保

管
の
み
を
行
う
製
造
所
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
第
六

条
及
び
第
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
地
崩
れ
及
び
浸
水
の
お
そ
れ
の
少
な
い
場
所
に
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
放
射
性
医
薬
品
に
係
る
製
品
の
作
業
所
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
他
の
施
設
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
主
要
構
造
部
等
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は

不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定

す
る
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
造
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
線
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
た
め
に
必

要
な
遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

（１）
　
製
造
所
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お

い
て
人
が
被
曝
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
の

線
量

（２）
　
製
造
所
の
境
界
及
び
製
造
所
内
の
人
が
居
住

す
る
区
域
に
お
け
る
放
射
線
の
線
量

ニ
　
人
が
常
時
出
入
り
す
る
出
入
口
は
、
一
箇
所
と

す
る
こ
と
。

ホ
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
作
業
室
及
び

試
験
検
査
室
（
動
物
試
験
を
行
う
場
合
に
は
動
物

試
験
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
（
放
射

性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第
二

号
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

部
分
は
、
突
起
物
、
く
ぼ
み
及
び
仕
上
げ
材
の

目
地
等
の
す
き
ま
の
少
な
い
構
造
で
あ
る
こ

と
。

（２）
　
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
つ

て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
表
面

は
、
平
滑
で
あ
り
、
気
体
又
は
液
体
が
浸
透
し

に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
仕
上

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
た
物
で
廃
棄
す
る
も
の
が
飛
散
し
、
漏

れ
、
し
み
出
、
又
は
流
れ
出
る
お
そ
れ
の
な
い

廃
棄
容
器
で
あ
つ
て
、
運
搬
及
び
廃
棄
を
安
全

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ

と
。

（４）
　
フ
ー
ド
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ツ
ク
ス
等
の
気
体
状

の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
た
空
気
の
広
が
り
を
防
止
す
る
装
置
が

排
気
設
備
に
連
結
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ヘ
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
汚
染
検
査
室

（
人
体
又
は
作
業
衣
、
履
物
、
保
護
具
等
人
体
に

着
用
し
て
い
る
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
に
よ
る

汚
染
の
検
査
及
び
除
去
を
行
う
室
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
数
量
又
は
濃
度
以
下
の
放
射
性
物

質
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
人
が
常
時
出
入
り
す
る
作
業
所
の
出
入
口
の

附
近
等
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
検
査
及
び

除
去
を
行
う
の
に

も
適
し
た
場
所
に
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
ホ
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
適
合
す
る
こ
と
。

（３）
　
洗
浄
設
備
及
び
更
衣
設
備
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
か
つ
、
汚
染
の
検
査
の
た
め
の
放
射
線
測

定
器
及
び
汚
染
の
除
去
に
必
要
な
器
材
が
備
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
（
３
）
に
定
め
る
洗
浄
設
備
の
排
水
管
は
、

排
水
設
備
に
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
貯
蔵
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

イ
　
主
要
構
造
部
等
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
開
口
部
に
防
火
戸
を
有
す
る
貯
蔵
室
又
は
耐

火
性
の
構
造
で
あ
る
貯
蔵
箱
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

ロ
　
前
号
ハ
の
基
準
に
適
合
す
る
遮
蔽
壁
そ
の
他
の

遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
人
が
常
時
出
入
り
す
る
出
入
口
は
、
一
箇
所
で

あ
る
こ
と
。

ニ
　
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
、
鍵
そ
の
他

閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
放
射
性
医
薬
品
を
他
の
物
と
区
別
し
て
保
管
す

る
た
め
の
鍵
の
か
か
る
設
備
又
は
器
具
を
備
え
て

い
る
こ
と
。

ヘ
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
放
射
性
物
質

を
入
れ
る
容
器
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
容
器
の
外
に
お
け
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器
に
あ
つ

て
は
、
気
密
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
を
入
れ
る
容
器
に
あ

つ
て
は
、
液
体
が
こ
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ

り
、
か
つ
、
液
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
物
質
を
入
れ

る
容
器
で
、
亀
裂
、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
皿
、
吸

収
材
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
広
が

り
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又
は
器
具
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
廃
棄
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

イ
　
他
の
施
設
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
主
要
構
造
部
等
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は

不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
第
二
号
ハ
の
基
準
に
適
合
す
る
遮
蔽
壁
そ
の
他

の
遮
蔽
物
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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ニ
　
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
排
気
設
備
を

有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
数
量
若
し
く
は
濃
度
以
下
の
放
射
性
物
質
を
取

り
扱
う
と
き
、
又
は
排
気
設
備
を
設
け
る
こ
と

が
、
著
し
く
、
使
用
の
目
的
を
妨
げ
、
若
し
く
は

作
業
の
性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
気

体
状
の
放
射
性
物
質
を
発
生
し
、
若
し
く
は
放
射

性
物
質
に
よ
つ
て
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
な

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
排
気
口
に
お
け
る
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
濃
度
限
度
以

下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
、
又
は
排
気
監

視
設
備
を
設
け
て
排
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃

度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
製
造
所
の
境
界

（
製
造
所
の
境
界
に
隣
接
す
る
区
域
に
人
が
み

だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た

場
合
に
は
、
そ
の
区
域
の
境
界
と
す
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
外
の
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ

と
。

（２）
　
気
体
が
漏
れ
に
く
い
構
造
で
、
か
つ
、
腐
食

し
に
く
い
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
故
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
放
射
性
物
質

に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
の
広
が
り
を
急
速

に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

（４）
　
作
業
室
、
試
験
検
査
室
又
は
廃
棄
作
業
室

（
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
た
物
を
、
焼
却
し
た
後
そ
の
残

さ渣
を
焼

却
炉
か
ら
搬
出
し
、
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の

他
の
固
型
化
材
料
に
よ
り
固
型
化
（
固
型
化
す

る
た
め
の
処
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
る

作
業
を
行
う
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
の

人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ

と
。

ホ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ

つ
て
汚
染
さ
れ
た
液
を
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る

場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
排

水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
排
水
口
に
お
け
る
排
液
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
濃
度
限
度
以

下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
又
は
排
水
監

視
設
備
を
設
け
て
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃

度
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
製
造
所
の
境
界

に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
濃
度
限
度
以
下
と
す
る

能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
排
液
の
漏
れ
に
く
い
構
造
で
、
排
液
が
浸
透

し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
排
水
浄
化
槽
は
、
排
液
を
採
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
構
造
又
は
排
液
中
に
お
け
る
放
射
性
物

質
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で

あ
り
、
か
つ
、
排
液
の
流
出
を
調
節
す
る
装
置

が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
排
水
浄
化
槽
の
上
部
の
開
口
部
は
、
蓋
の
で

き
る
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
そ
の
周
囲
に
柵
そ

の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
ニ
の
（
１
）
又
は
ホ
の
（
１
）
に
規
定
す
る
能

力
を
有
す
る
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備
を
設
け
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
排
気
設

備
又
は
排
水
設
備
が
製
造
所
の
境
界
の
外
の
人
が

被
曝
す
る
線
量
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
線
量

限
度
以
下
と
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

は
、
ニ
の
（
１
）
又
は
ホ
の
（
１
）
の
規
定
は
適

用
し
な
い
。

ト
　
ヘ
の
承
認
を
受
け
た
排
気
設
備
又
は
排
水
設
備

が
、
当
該
承
認
に
係
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
当
該

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

チ
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

さ
れ
た
物
を
焼
却
す
る
場
合
に
は
、
ホ
の
規
定
に

適
合
す
る
排
気
設
備
、
第
二
号
ホ
の
（
１
）
、

（
２
）
及
び
（
４
）
の
規
定
に
適
合
す
る
廃
棄
作

業
室
、
同
号
ヘ
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
規

定
に
適
合
す
る
汚
染
検
査
室
並
び
に
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
適
合
す
る
焼
却
炉
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
気
体
が
漏
れ
に
く
く
、
か
つ
、
灰
が
飛
散
し

に
く
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
排
気
設
備
に
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
焼
却
残

さ渣
の
搬
出
口
は
、
廃
棄
作
業
室
に
連

結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

さ
れ
た
物
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材

料
に
よ
り
固
型
化
す
る
場
合
に
は
、
ホ
の
規
定
に

適
合
す
る
排
気
設
備
、
第
二
号
ホ
の
（
１
）
、

（
２
）
及
び
（
４
）
の
規
定
に
適
合
す
る
廃
棄
作

業
室
、
同
号
ヘ
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
規

定
に
適
合
す
る
汚
染
検
査
室
並
び
に
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
適
合
す
る
固
型
化
処
理
設
備
を
有
す
る

こ
と
。

（１）
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
た
物
が
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
に
く
く
、

か
つ
、
粉
じ
ん
が
飛
散
し
に
く
い
構
造
で
あ
る

こ
と
。

（２）
　
液
体
が
浸
透
し
に
く
く
、
か
つ
、
腐
食
し
に

く
い
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染

さ
れ
た
物
を
保
管
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
保
管
廃
棄
設
備
を
有
す

る
こ
と
。

（１）
　
外
部
と
区
画
さ
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
鍵
そ

の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
前
号
ヘ
の
規
定
に
適
合
す
る
容
器
（
耐
火
性

の
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
が
備
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

五
　
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第

三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の

他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
又
は
濃
度
以
下
の
放

射
性
物
質
の
み
を
取
り
扱
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項

第
一
号
、
第
二
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
第
三
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
及
び
ヘ
、
第
四
号
並
び
に
第
五
号
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

３
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
区
分
及
び

施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
区
分
の
医
薬

品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
（
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の

み
を
行
う
製
造
所
に
限
る
。
）
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、

前
二
項
の
規
定
（
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取
扱
規

則
第
二
条
第
三
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
容
器

又
は
被
包
に
係
る
物
の
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を

行
う
場
合
に
お
い
て
は
第
一
項
第
二
号
ホ
及
び
第
四
号

ニ
中
作
業
室
に
関
す
る
規
定
を
、
当
該
医
薬
品
製
造
業

者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試
験
検
査
機
関

を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該
試
験
検
査
を

行
う
場
合
で
あ
つ
て
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
第
一
項
第
二
号
ホ
及
び
第
四
号
ニ
中
試
験
検
査
室
に

関
す
る
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

（
包
装
等
区
分
の
医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構

造
設
備
）

第
十
条
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
区
分

及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
区
分
の

医
薬
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
品
等
及
び
資
材
を
衛
生
的
か
つ
安
全
に
保
管
す

る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
を
適
切
に
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有

す
る
こ
と
。

三
　
製
品
等
及
び
資
材
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及

び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
医
薬

品
製
造
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試

験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当

該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
薬
局
に
お
い
て
医
薬
品
を
製
造
す
る
場
合
の
特
例
）

第
十
一
条
　
薬
局
に
お
い
て
、
混
和
、
溶
解
等
の
簡
単
な

物
理
的
操
作
に
よ
り
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
薬
品

（
注
射
剤
を
除
く
。
）
を
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

薬
局
の
構
造
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
製
造
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
薬
局
の
管
理
者
が
そ
の
製
造
に
関
し
完

全
な
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
度
で
、
か
つ
、
そ

の
薬
局
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い

限
度
の
規
模
に
お
い
て
製
造
す
る
場
合
に
は
、
第
六
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

基
準
を
も
つ
て
当
該
医
薬
品
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の

基
準
と
す
る
。

第
二
節
　
医
薬
部
外
品
の
製
造
業

（
一
般
区
分
の
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の

構
造
設
備
）

第
十
二
条
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
区

分
及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
区
分

の
製
造
業
者
及
び
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
（
以
下

「
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
所
の

構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
医
薬
部
外
品
に
あ
つ
て
は
、
第
六
条
の
規
定
を

準
用
す
る
。

一
　
当
該
製
造
所
の
製
品
を
製
造
す
る
の
に
必
要
な
設

備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
作
業
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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ハ
　
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

ニ
　
防
じ
ん
、
防
虫
及
び
防
そ
の
た
め
の
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

ホ
　
床
は
、
板
張
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は

器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ト
　
作
業
員
の
消
毒
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

チ
　
製
造
品
目
に
よ
り
有
毒
ガ
ス
を
発
生
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
処
理
に
要
す
る
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

三
　
作
業
所
の
う
ち
、
原
料
の
秤
量
作
業
、
医
薬
品
の

調
製
作
業
、
充
填
作
業
又
は
閉
塞
作
業
を
行
う
作
業

室
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
作
業
室
内
に
備
え
る
作
業
台
は
、
作
業
を
円
滑

か
つ
適
切
に
行
う
の
に
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
作
業
員
以
外
の
者
の
通
路
と
な
ら
な
い
よ
う
に

造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
室
の

作
業
員
以
外
の
者
に
よ
る
医
薬
品
へ
の
汚
染
の
お

そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
出
入
口
及
び
窓
は
、
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
天
井
は
、
板
張
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ご
み
の
落
ち

る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
床
は
、
表
面
が
な
め
ら
か
で
す
き
間
の
な
い
コ

ン
ク
リ
ー
ト
、
タ
イ
ル
、
モ
ル
タ
ル
、
板
張
り
又

は
こ
れ
ら
の
も
の
と
同
じ
程
度
に
汚
れ
を
取
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
室
内
の
パ
イ
プ
、
ダ
ク
ト
等
の
設
備
は
、
そ
の

表
面
に
ご
み
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
な
構
造
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
清
掃
が
容
易
で
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
原
料
、
資
材
及
び
製
品
を
衛
生
的
か
つ
安
全
に
貯

蔵
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
製
品
等
及
び
資
材
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及

び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
医
薬

部
外
品
製
造
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他

の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い

て
当
該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
無
菌
医
薬
部
外
品
区
分
の
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等

の
製
造
所
の
構
造
設
備
）

第
十
二
条
の
二
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号

の
区
分
及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の

区
分
の
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設

備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
条
及
び
第
七
条
（
第
六
条

に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
包
装
等
区
分
の
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所

の
構
造
設
備
）

第
十
二
条
の
三
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号

の
区
分
及
び
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
二
項
第
三
号
の

区
分
の
医
薬
部
外
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設

備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
を
準
用
す

る
。

第
三
節
　
化
粧
品
の
製
造
業

（
一
般
区
分
の
化
粧
品
製
造
業
者
の
製
造
所
の
構
造
設

備
）

第
十
三
条
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
区

分
の
製
造
業
者
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
製
造
所
の
製
品
を
製
造
す
る
の
に
必
要
な
設

備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
作
業
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

ニ
　
防
じ
ん
、
防
虫
及
び
防
そ
の
た
め
の
構
造
又
は

設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
床
は
、
板
張
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は

器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三
　
製
品
、
原
料
及
び
資
材
を
衛
生
的
に
、
か
つ
、
安

全
に
貯
蔵
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

四
　
製
品
等
及
び
資
材
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及

び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
製
造

業
者
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試
験
検
査
機

関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該
試
験
検

査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
包
装
等
区
分
の
化
粧
品
製
造
業
者
の
製
造
所
の
構
造

設
備
）

第
十
三
条
の
二
　
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号

の
区
分
の
製
造
業
者
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準
に

つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
医
薬
品
製
造
業
者
等
」

と
あ
る
の
は
「
製
造
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
四
節
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業

（
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造
設

備
）

第
十
四
条
　
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
八
第
一
号
の
区

分
及
び
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
十
八
第
一
号
の
区

分
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
及
び
再
生
医
療
等

製
品
外
国
製
造
業
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
を
い

う
。
）
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
」
と
総

称
す
る
。
）
の
製
造
所
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
製
造
所
の
製
品
を
製
造
す
る
の
に
必
要
な
設

備
及
び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
製
品
等
及
び
資
材
の
混
同
及
び
汚
染
を
防
止
し
、

円
滑
か
つ
適
切
な
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
よ

う
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
清
掃
及
び
保
守
が
容

易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
手
洗
設
備
及
び
更
衣
を
行
う
場
所
そ
の
他
必
要
な

衛
生
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
原
料
の
受
入
れ
、
製
品
の
保
管
等
を
行
う
区
域

は
、
製
品
の
製
造
を
行
う
他
の
区
域
か
ら
区
分
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

五
　
原
料
の
受
入
れ
、
製
品
の
保
管
等
を
行
う
区
域

は
、
こ
れ
ら
を
行
う
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

六
　
作
業
所
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
照
明
及
び
換
気
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
清
潔

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
常
時
居
住
す
る
場
所
及
び
不
潔
な
場
所
か
ら
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
作
業
を
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有
す
る

こ
と
。

ニ
　
防
じ
ん
、
防
虫
及
び
防
そ
の
た
め
の
構
造
又
は

設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
廃
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
設
備
又
は

器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
製
品
等
に
よ
り
有
毒
ガ
ス
を
取
り
扱
う
場
合
に

は
、
そ
の
処
理
に
要
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
作
業
所
の
う
ち
、
作
業
室
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
屋
外
に
直
接
面
す
る
出
入
口
（
非
常
口
を
除

く
。
）
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
か
ら
の
汚

染
を
防
止
す
る
の
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ロ
　
出
入
口
及
び
窓
は
、
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
室
内
の
排
水
設
備
は
、
作
業
室
の
汚
染
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
作
業
室
の
天
井
は
、
ご
み
の
落
ち
る
お
そ
れ
の

な
い
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
室
内
の
パ
イ
プ
、
ダ
ク
ト
等
の
設
備
は
、
表
面

に
ご
み
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
清
掃
が
容
易
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

八
　
作
業
所
の
う
ち
作
業
室
又
は
作
業
管
理
区
域
は
、

温
度
及
び
湿
度
（
湿
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
維
持
管

理
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
維
持
管
理
で

き
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

九
　
作
業
所
の
う
ち
、
清
浄
度
管
理
区
域
（
作
業
所
の

う
ち
、
製
品
等
（
無
菌
操
作
に
よ
り
取
り
扱
う
必
要

の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
調
製
作
業
を
行
う
場
所

及
び
滅
菌
さ
れ
る
前
の
容
器
等
が
作
業
所
内
の
空
気

に
触
れ
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
無
菌

操
作
等
区
域
（
作
業
所
の
う
ち
、
無
菌
操
作
に
よ
り

取
り
扱
う
必
要
の
あ
る
製
品
等
の
調
製
作
業
を
行
う

場
所
、
滅
菌
さ
れ
た
容
器
等
が
作
業
所
内
の
空
気
に

触
れ
る
場
所
及
び
無
菌
試
験
等
の
無
菌
操
作
を
行
う

場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
天
井
、
壁
及
び
床
の
表
面
は
、
な
め
ら
か
で
ひ

び
割
れ
が
な
く
、
か
つ
、
じ
ん
あ
い
を
発
生
し
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
清
掃
が
容
易
で
、

消
毒
液
等
に
よ
る
噴
霧
洗
浄
に
耐
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
設
備
及
び
器
具
は
、
滅
菌
又
は
消
毒
が
可
能
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
排
水
設
備
は
、
有
害
な
廃
水
に
よ
る
汚
染
を
防

止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ニ
　
清
浄
度
管
理
区
域
に
は
、
排
水
口
を
設
置
し
な

い
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
作
業
室
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
無
菌
操
作
等
区
域
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
排
水
口
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

（２）
　
流
し
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

十
　
作
業
所
の
う
ち
、
動
物
又
は
微
生
物
を
用
い
る
試

験
を
行
う
区
域
及
び
製
品
の
製
造
に
必
要
の
な
い
動

物
組
織
又
は
微
生
物
を
取
り
扱
う
区
域
は
、
当
該
製

7



品
の
製
造
を
行
う
他
の
区
域
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一
　
作
業
所
の
う
ち
、
無
菌
操
作
を
行
う
区
域
は
、

フ
イ
ル
タ
ー
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
清
浄
な
空
気
を
供

し
、
か
つ
、
適
切
な
差
圧
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要

な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
二
　
作
業
所
の
う
ち
、
病
原
性
を
持
つ
微
生
物
等
を

取
り
扱
う
区
域
は
、
適
切
な
陰
圧
管
理
を
行
う
た
め

に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
三
　
無
菌
操
作
等
区
域
で
使
用
し
た
器
具
の
洗
浄
、

消
毒
及
び
滅
菌
の
た
め
の
設
備
並
び
に
廃
液
等
の
処

理
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
四
　
空
気
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
微
生
物
等
に
よ
る
製

品
等
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
構
造
の
も

の
で
あ
る
こ
と
。

十
五
　
配
管
、
バ
ル
ブ
及
び
ベ
ン
ト
・
フ
イ
ル
タ
ー

は
、
使
用
の
目
的
に
応
じ
、
容
易
に
清
掃
又
は
滅
菌

が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
六
　
使
用
動
物
を
管
理
す
る
施
設
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
使
用
動
物
を
検
査
す
る
た
め
の
区
域
は
、
他
の

区
域
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
害
虫
の
侵
入
の
お
そ
れ
の
な
い
飼
料
の
貯
蔵
設

備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
製
造
に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
と
試
験
検
査

に
使
用
す
る
動
物
の
飼
育
室
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て

い
る
こ
と
。

ニ
　
使
用
動
物
の
飼
育
室
は
、
他
の
区
域
と
空
気
処

理
シ
ス
テ
ム
が
別
系
統
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
野
外
で
の
飼
育
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
動

物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
使
用
動
物
に
抗
原
等
を
接
種
す
る
場
合
に
は
、

接
種
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
接
種

室
は
動
物
の
剖
検
室
と
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
七
　
製
品
等
及
び
資
材
を
区
分
し
て
、
衛
生
的
か
つ

安
全
に
貯
蔵
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

十
八
　
貯
蔵
設
備
は
、
恒
温
装
置
、
温
度
計
そ
の
他
必

要
な
計
器
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
九
　
次
に
掲
げ
る
試
験
検
査
の
設
備
及
び
器
具
を
備

え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品

製
造
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又
は
他
の
試
験

検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
当
該

試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支
障
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
密
封
状
態
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
密
封
状
態
検
査
の
設
備
及
び
器
具

ロ
　
異
物
検
査
の
設
備
及
び
器
具

ハ
　
製
品
等
及
び
資
材
の
理
化
学
試
験
の
設
備
及
び

器
具

ニ
　
無
菌
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ホ
　
発
熱
性
物
質
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
発
熱
性
物
質
試
験
の
設
備
及
び
器
具

ヘ
　
生
物
学
的
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
生
物
学
的
試
験
の
設
備
及
び
器
具

（
包
装
等
区
分
の
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
製

造
所
の
構
造
設
備
）

第
十
五
条
　
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
八
第
二
号
の
区

分
及
び
施
行
規
則
第
百
三
十
七
条
の
十
八
第
二
号
の
区

分
の
再
生
医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
製
造
所
の
構
造

設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
品
等
及
び
資
材
を
衛
生
的
か
つ
安
全
に
保
管
す

る
た
め
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
を
適
切
に
行
う
の
に
支
障
の
な
い
面
積
を
有

す
る
こ
と
。

三
　
製
品
等
及
び
資
材
の
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及

び
器
具
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
再
生

医
療
等
製
品
製
造
業
者
等
の
他
の
試
験
検
査
設
備
又

は
他
の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に

お
い
て
当
該
試
験
検
査
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
支

障
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の

規
定
は
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
医
薬
品
製
造
業
者
等
登
録
基
準
等
の
廃
止
）

２
　
医
薬
品
製
造
業
者
等
登
録
基
準
（
昭
和
二
十
四
年
二

月
厚
生
省
告
示
第
十
八
号
）
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
厚

生
省
告
示
第
二
十
八
号
（
衛
生
材
料
の
小
分
を
業
と
す

る
医
薬
品
製
造
業
の
登
録
基
準
を
定
め
る
件
）
、
昭
和

二
十
八
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
三
十
七
号
（
薬
事
法
第

五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
注
射
剤
製
造
業
者
の
登
録
基

準
を
定
め
る
件
）
及
び
放
射
性
医
薬
品
製
造
業
者
等
登

録
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
八
月
厚
生
省
告
示
第
二
百
四

十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
三
日
厚
生
省

令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
二
一
日
厚
生
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
八
月
一
六
日
厚
生
省
令

第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
三
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
第
十
二
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
て
医
薬
品
を
製
造
し
て
い
る
者
の
当

該
製
造
所
の
構
造
設
備
（
試
験
検
査
に
必
要
な
設
備
及

び
器
具
を
除
く
。
）
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十

六
年
三
月
三
十
一
日
（
ロ
ツ
ト
を
構
成
し
な
い
血
液
製

剤
の
み
を
製
造
し
て
い
る
製
造
所
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
厚
生
省
令

第
三
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
第
二
十
六
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
一
般
販
売
業
の
許

可
を
受
け
て
医
薬
品
を
販
売
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可

に
係
る
店
舗
の
構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
九
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
省

令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
一
日
厚
生
省
令
第

二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
第
五
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
て
薬
局
を
開
設
し
て
い
る
者
の
当
該
薬

局
又
は
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
医

薬
品
を
販
売
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
に
係
る
店
舗
の

構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第

一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
第
五
条
第

一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は

第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許

可
を
申
請
し
て
い
る
者
の
当
該
許
可
又
は
当
該
申
請
に

係
る
薬
局
、
製
造
所
、
営
業
所
又
は
店
舗
の
構
造
設
備

の
基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
五
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第

三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則

第
五
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
製
造
所
の
う

ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
及
び
建

築
中
の
も
の
に
係
る
構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
二
六
日
厚
生
省
令
第

四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則

第
十
四
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
製
造
所
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に

存
す
る
も
の
及
び
建
築
中
の
も
の
に
係
る
構
造
設
備
の

基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
薬
事
法
施
行
規
則
第
一
条
の

改
正
規
定
、
同
令
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十

四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
六
条

第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
第
三
項
」
の
下
に

「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
「
同
法
」
を
「
第
三
項
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二

の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
六
条
の
十
四
に
一
項
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同

令
第
二
十
九
条
の
三
の
改
正
規
定
（
「
第
十
一
条
の
二

第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
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除
く
。
）
、
同
令
第
三
十
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
七
十

三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
別
表
第
一
の
三
の
改
正
規

定
、
第
二
条
並
び
に
第
三
条
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
厚
生
省
令
第

七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
一
二
日
厚
生
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
五
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
及
び
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
Ｈ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
に
係
る
構
造
設
備
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規

則
第
八
条
の
二
第
一
号
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
の
規

定
は
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
生
物
学
的
製
剤

等
の
製
造
所
の
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
第

八
条
の
二
第
一
号
ロ
及
び
ハ
（
１
）
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省

令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
日
厚
生
省
令
第

九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省

令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則

第
八
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
製
造
所
の
う

ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
に
係
る

構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
二
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
三
十
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則

第
八
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
製
造
所
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存

す
る
も
の
に
係
る
構
造
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ

ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
外
国
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

第
二
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
第
四
条
第

一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
許
可
を
申
請
し
て
い
る
者

の
当
該
許
可
又
は
申
請
に
係
る
薬
局
、
製
造
所
又
は
店

舗
に
つ
い
て
の
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
局
等
構

造
設
備
規
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
た
だ
し
書
及
び

第
四
号
ニ
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

に
お
い
て
、
当
該
薬
局
、
製
造
所
又
は
店
舗
の
構
造
設

備
を
変
更
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
十
二
条
　
既
存
薬
局
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
以
下
「
新
構
造

設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
新
構
造
設
備
規
則
第
一
条
の
規

定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
既
存
薬
局
開
設
者
に

関
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬
局
等
構
造
設
備

規
則
（
以
下
「
旧
構
造
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
常
時

居
住
す
る
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
薬
局
以
外
の
薬

局
又
は
店
舗
販
売
業
の
店
舗
の
場
所
、
常
時
居
住
す
る

場
所
」
と
、
同
項
第
八
号
ヨ
中
「
書
籍
」
と
あ
る
の
は

「
書
籍
（
磁
気
デ
イ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
含
む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
も
の
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

第
三
十
三
条
　
既
存
一
般
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
旧
構

造
設
備
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
中

「
常
時
居
住
す
る
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
又
は
店

舗
販
売
業
の
店
舗
の
場
所
、
常
時
居
住
す
る
場
所
」

と
、
同
項
第
六
号
中
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は

「
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
毒
薬
を
取
り
扱
わ
な
い
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

第
三
十
四
条
　
既
存
薬
種
商
等
に
つ
い
て
は
、
旧
構
造
設

備
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
「
常
時
居

住
す
る
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業

の
店
舗
の
場
所
、
常
時
居
住
す
る
場
所
」
と
、
同
条
第

六
号
中
「
有
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
毒
薬
を
取
り
扱
わ
な
い
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
一
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
及
び
薬
剤
師
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
一
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
五
号
）
　
抄

9



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三

号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行

の
日
（
令
和
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

標
識

大
き
さ

標

識

を

付

け

る

箇
所

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条

第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
に
よ
る

放
射
能
標
識
の
上
部
に
「
貯
蔵

室
」
の
文
字
を
、
下
部
に
「
許
可

な
く
し
て
立
ち
入
り
を
禁
ず
」
の

文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

放
射
能
標
識

は
、
半
径
一

〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上

と

す

る

こ

と
。

貯

蔵

室

の

出

入

口

又

は

そ

の

附

近
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